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１ 施設の概要 

(1) 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎市健康づくりセンター 

国道 499 号 

三和地域センター 
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(2) 平面図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１階 ２階 

３階 

・     健康づくりセンター 

（行政財産）（所管：南地域福祉課） 

 

・     長崎市社会福祉協議会三和支所貸付 

（普通財産）（所管：資産経営課） 
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外観 

健康増進室 

浴場 

研修室 
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(3) 名称      長崎市健康づくりセンター 

(4) 所在地     長崎市布巻町 67 番地１ 

(5) 構造      鉄筋コンクリート造３階建 

(6) 設置年月日   平成 14 年４月１日 

(7) 設置目的    市民の健康の増進を図るため。 

(8) 建設事業費   1,459,412 千円 

 

(9) 主な施設内容 

延床面積 3,542.03 ㎡ 

施設内容 

１階  962.99 ㎡ 社協事務室、機械室、電気室 

２階 1,587.74 ㎡ 浴場、健康増進室、多目的室、社協デイサービスセンター 等 

３階  991.30 ㎡ 研修室、集団健診室、母子相談室、遊戯室、調理実習室、相談室、診察室、事務室 

※社協事務室、社協デイサービスセンターは指定管理の範囲外 

 

（10）開館時間（基準） 

施設名 利用時間 

多目的室 
午前９時から午後９時までの時間帯を基本とし、１日 12 時間以上 

研修室 

健康増進室 
午前 10 時から午後９時までの時間帯を基本とし、１日 11 時間以上 

浴場 

調理実習室 午前８時 45 分から午後５時 15 分までの時間帯を基本とし、１日８時間 30 分以上 
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（11）休館日（基準） 

施設名 休館日 

多目的室 

12 月 29 日から１月３日までの

期間内 

毎週火曜日 
研修室 

健康増進室 

浴場 

調理実習室 
毎週土曜日、毎週日曜日及び国民の祝日に関する法

律に規定する休日 

 

（12）利用者の推移                                            （単位：人） 

年度 
導入前 

（Ｈ21 年度） 
令和 2年度 令和 3 年度 令和 4年度 令和 5 年度 

浴場 102,058 62,991 46,821 64,691 72,237 

健康増進室 6,331 4,842 4,405 6,944 9,455 

その他 2,077 2,043 1,872 2,179 2,224 

合計 110,466 ※ 69,876 ※ 53,098 73,814 83,916 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、次の期間を臨時休館 

令和 2年度：浴場 30 日間（4/11～5/10）、健康増進室 61 日間（4/1～5/31）、その他 80 日間（4/11～5/31、1/10～2/7） 

令和 3年度：浴場及びその他 101 日間（4/30～6/7、8/27～9/12、1/21～3/6）、 

健康増進室 107 日間（4/30～6/7、8/21～9/12、1/21～3/6） 

 

２ 指定管理者候補者の概要 

(1) 名称      オリエンタル・ビル管理株式会社 

(2) 所在地     長崎市五島町５番 36 号 

(3) 代表者     代表取締役 熊井 良典 

(4) 設立年月日   昭和 37 年５月８日 
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(5) 主な事業 

ア 環境衛生業務、一般管理清掃、空気環境測定、貯水槽清掃、ねずみ害虫駆除、機械電気等の施設管理、保安警備業務等の総

合管理業務 

イ 室内装飾及び整備 

ウ 公衆浴場・体育館・老人福祉施設の管理運営 

 

３ 指定の期間 

令和７年４月１日から令和 12 年３月 31 日まで（５年間） 

 

４ 指定管理者候補者の選定方法及び選定理由 

(1) 選定の経過 

ア 応募団体数  ２団体 

イ 提案の概要 

（ア） 提案内容  ※参考（１）「事業計画書概要」参照 

（イ） 管理運営体制 

役職 人数 職務内容 

センター長 １ 管理運営の統括管理 

主任 １ 統括管理補助 

主任補佐 １ 統括管理補助・受付・清掃 

パート ７ 受付・清掃 

本社（非常勤） １ 総務・経理・出納業務等 

計 11  

      ※開館日は常時３名（＋非常勤１名）を３区分ごと交代制のローテーション制。休館日は５名。 
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（ウ）指定管理委託料（提案金額）                               （単位：千円） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 合計 

収入 

施設利用料 14,310 14,344 14,378 14,388 14,448 71,868 

社会福祉協議会負担分 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 29,550 

公衆電話・電気代 110 110 110 110 110 550 

収入計（A） 20,330 20,364 20,398 20,408 20,468 101,968 

支出 

人件費 16,120 16,302 16,576 16,849 17,032 82,879 

管理運営費 63,602 63,454 63,214 62,951 62,828 316,049 

修繕料 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500 

支出計（B） 81,222 81,256 81,290 81,300 81,360 406,428 

市所要額（B）-（A） 60,892 60,892 60,892 60,892 60,892 304,460 

 

ウ 指定管理者候補者選定審査会による審査 

（ア）審査会の人数及び構成（５名） 

 氏 名 団 体 名 

会 長 川崎 涼子 長崎大学生命医科学域（保健学系） 

委 員 染小 祐介 九州北部税理士会長崎支部 

委 員 松浦 亜紀子 日本健康運動指導士会長崎県支部 

委 員 松尾 聡明 為石小学校区連合自治会 

委 員 松本 雄一郎 長崎市地域包括支援センター連絡協議会 
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（イ）審査経過 

      令和６年７月 22 日 第１回 

      令和６年８月 20 日 第２回 

      令和６年９月 30 日 第３回 

      令和６年 10 月４日 報告書提出 

 

（ウ）審査報告書の概要 

第一順位の団体の提案は、実現可能な事業計画であり、安定した施設運営を期待できる点について評価された。一方で、失

格となった団体は、失格基準エ「委員の合計点が技術点の合計点において 60％未満であるとき」に該当したことから失格とな

った。そのため、第一順位の「オリエンタル・ビル管理株式会社」を長崎市健康づくりセンターの指定管理者候補者に選定し

た。 

※参考（２）「指定管理者候補者選定審査会審査報告書（写）」参照  

 

  エ 選定理由 

     審査会から提出された審査報告書の審査結果を踏まえて、第一順位のオリエンタル・ビル管理株式会社を次期指定管理者の候

補者として選定した。 
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【参考】（１）事業計画書概要 

評価項目 
第一順位 失格 

オリエンタル・ビル管理株式会社 シンコー・マイニング株式会社 

事業計画 

施設の設置目的と計画 長崎市健康づくりセンターは、市民の健康の増進を図

ることを目的として平成 14 年 4 月に開館した施設で

あり、長崎市民の福祉・保健・交流を図るために設置

された施設であるという理念に基づき管理運営を行

う。 

 

【開館時間・休館日】 

・開館時間 

（浴場・健康増進室）10：00～21：00 

（多目的室・研修室）9：00～21：00 

（ 調 理 実 習 室 ）8：45～17：15 

・休館日 

（ 施 設 全 体 ）1/1から 1/3まで及び 

12/29から 12/31まで 

（ 調理実習室以外 ）毎週火曜日 

（ 調 理 実 習 室 ）毎週土・日・祝日 

※開館時間及び休館日は長崎市健康づくりセンター

条例施行規則のとおり 

 

健康づくりセンターの設置目的である「市民の健康の増

進」を実現するため、年齢層や体力レベルに対応した健

康プログラムを計画する。 

（例） 

・高齢者向けのストレッチやヨガクラスの開催 

 

利用者の世代傾向に対応した運動プログラムを提供し、

運動不足の解消と健康増進、及び柔軟な運動機械の提供

を目指す。 

 

施設の運営を効率化し、持続可能な運営モデルを確立す

るための取り組みを行う。 

 

（主な取り組み） 

・資金や人材、設備の管理の最適化 

・利用状況のモニタリングのデジタル化 

・リサイクル活動の推進による長期的なコスト削減及

び地域への環境貢献 
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【独創性】 

①「交流」を図るために設置された施設 

施設の利用者には単身者も多いことから、「話を聞

いてほしい」とのニーズも考えられる。会話を通して

節度を持ったコミュニケーションにて交流を図る。 

単身者や高齢者世帯の増加などにより、健康問題や生

活の悩みを持ちかけられた場合は社会福祉協議会や

行政窓口等を案内する。 

②利用者と名前でコミュニケーションを取る 

利用者と名前でコミュニケーションを取り、管理運

営を行う。利用者の特徴を把握し、長時間入浴すると

具合が悪くなる方には声掛け・注意喚起を行い、巡回

の回数を増やす等により見守を行う。コミュニケーシ

ョンを取りたくない人には挨拶のみを行うなど、相手

により臨機応変に対応する。 

 

【地域との連携、世代間交流等】 

各種活動や地域のイベントに参加することにより連

携、世代間交流を行う。地域で実施されるイベントの

ポスターやスポーツ団体等の部員募集チラシを掲示

する。 

・中学生の職場体験の受入れ 

・企業就労を目指す特別支援学校高等部生徒による現

施設の開館時間、休館日については、令和 2年度から 6

年度までの指定管理者が定めた開館時間及び休館日の

実績を踏襲する。 

 

【独創性】 

健康増進室のトレーニング機器をある程度入れ替え、利

用者層の拡大につなげる。 

 

【地域との連携】 

当該施設内のスペースを活用し、健康に関するもの及び

それ以外の趣味活動やコミュニティづくりを目的とし

たイベントを計画する。地域住民が集まり、交流する場

を提供することで、地域全体の健康促進につなげるとと

もに、地域コミュニティ形成の両方をサポートする。 

 

【自主事業について】 

現時点では自主事業の具体的な計画はない。ただし、管

理運営を行うと同時に、利用者・地域の要望や地域コミ

ュニティとの関連性の把握がよりできれば、当該施設の

目的や用途との親和性が高い自主事業を行うことがで

きるものと想定される。 

また、もし自主事業を行う場合は、提案額の 10％を超え

た部分の収入については、超えた部分の 50％を長崎市
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場実習の受入れ 

・地元のイベントの会場設営及びブース出店 

・南部地区運動会への寄付 

 

【自主事業について】 

・タオル、ひげそりの販売及びマッサージチェアの設

置 

・季節に合わせたイベントの実施（菖蒲湯、柚子湯ほ

か） 

※施設の規模を踏まえ、来館者の安全性確保の観点か

らも有料で参加者を募る自主事業（大型イベント）

は実施しない 

 

に納付する。 

 

サービスの向上 質の高いサービスを提供し、利用者満足度の向上に取

り組む。あらゆる利用者の立場になって考え、利便性

の良い施設となることを目標とする。 

 

「サービス品質」を 5 つに分解して、5 つの基本を職

員へ周知・教育し実践することにより、サービス向上

と利便性を図り、利用者増加を目指す。 

①正確性：間違いのない受付業務を行う。 

②迅速性：素早く対応できるよう連携を行う。 

③柔軟性：出来ない理由よりどうすれば出来るか考え

【利用促進】 

・高齢者向けの健康維持や介護予防のためのプログラ

ムを拡充する。シニア世代が安心して参加できる低負

荷の運動や栄養指導、リハビリテーションプログラム

を提供し、高齢化が進む地域のニーズに応える。 

 

・地元の新聞やラジオ、テレビ、SNSなどを活用して、

定期的に施設のイベントやプログラムの情報を発信

する。特に SNSで利用者の声や体験談を紹介すること

で、親近感を高める。 
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る。 

④安心感：清潔で安全・安心・快適な環境を提供する。 

⑤好印象：明るいあいさつで対応する。 

 

【利用促進計画】 

・新規利用者増加に向け、近隣にチラシ・ポスターを

配布、ポスティングする。 

・近隣以外の地域の当社顧客先（企業・病院、工場、

施設等）の休憩所や掲示板等にチラシ・ポスターを

掲示し新規利用者の開拓及び認知度向上を目指す。 

・インターネットで検索し、初めて利用される方も多

くいることから、ホームページの活用、アンケート

などから需要があれば各 SNS を通じ、リアルタイム

な写真や動画、情報等を投稿することで、地域や世

代にとらわれない利用促進に取り組む。 

 

【利用者要望の把握方法】 

利用者の意見は職員間で共有し、できる限り運営に反

映させることを目指す。 

 

【意見の収集方法】 

アンケート、自由に書き込んでもらうノートの設置、

日常的なコミュニケーションにより意見を収集する。 

 

・ホームページの内容を見直し、ホームページ自体の抜

本的な新規作成を行う。 

 

【利用者等の要望の把握】 

・施設利用後に満足度や改善希望について「紙面」及び

「オンライン」によるアンケート調査を定期的に実施

する。 

・利用者の代表者を招き、意見交換に参加してもらい、

利用者目線での施設運営やプログラム内容の見直し

を行う。 

・スタッフの対応や業務スキルについて、定期的な研修

とスキルアップを図ることで、業務水準を維持向上さ

せる。 

 

【利用者トラブルの未然防止と対処方法】 

・施設利用時のルールやマナー、注意事項を分かりやす

く記載した「利用ガイドライン」を作成し、施設内の

目立つ場所に掲示する。 

・新規利用者に対して、利用規約の事前説明を行い、同

意を得る仕組みを導入する。 

・スタッフが定期的に施設内を巡回し、利用者の安全確

認やルールの遵守の状況をチェックする。 
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・アンケート 

 意見箱を設置し、定期的に回収する。 

・自由ノート 

 自由なテーマで気軽に意見が書けるノートを設置

する。 

・コミュニケーション 

 日常会話で「本音」を聞き出す。 

 

【トラブルの未然防止及び対処方法】 

・不満、不備、不手際等により発生したクレームは大

切な情報であり温かい忠告として受け止める。 

・申出者の感情の鎮静化を軸に対応しながら真意を把

握し、施設へ期待や関心があるということを理解し、

解決策を提示できるよう努める。 

・トラブルは職員間で共有し、再発防止と業務改善に

活用する。 

 

【安全対策について】 

・巡回などにより、事故の未然防止や、発生した際に

は迅速な通報を行う。 

・施設の保守、保安警備に努め、良好な施設の維持管

理を行い、衛生面では細心の注意を払い事故がない

よう管理を行う。 

・施設内での注意点や安全対策について定期的な情報

発信を行い、利用者が安全に配慮しながら利用できる

ようにする。 

・苦情が発生した際に、速やかに対応できる体制を整え

るため、利用者が苦情を伝えられるように施設内に専

用の「苦情受付窓口」を設置する。オンラインでも苦

情を受け付けられるようにする。 

・苦情が発生した場合は迅速に対応し、その後のフォロ

ーアップにも重きを置き実践する。対応が遅れること

で不満が増幅することを防ぐため、苦情が発生した当

日に初期対応策を提示することを目標とする。 

・苦情が解決した後も、利用者に対してフォローアップ

を行い、満足度を確認する。また、同じ問題が再発し

ないよう、改善策が確実に実施されているか確認す

る。 

・苦情の内容を定期的に分析し、問題の傾向を把握した

うえでその結果を基に業務改善策を講じ、施設の運営

に反映させる。 

・苦情対応についての情報をスタッフ全員で共有し、全

員が適切に対応できるようにする。特に、特定の問題

が発生しやすい時間帯や状況についての注意喚起を

行う。 
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・開館時間中は巡回により来館者の安全に配慮し、夜

間及び休館日は機械警備による安全管理を行う。 

・事故が発生した場合は速やかに救急措置を講じ、状

況に応じて関連機関に連絡を取り対処する。 

・毎月の予約状況などを参考に、駐車場や施設の混雑

予想カレンダーを入口に掲示する。 

 

これらの方策を通じて、トラブルの未然防止と苦情の適

切な対処を実現し、利用者が安心して施設を利用できる

環境を整える。 

 

【利用者の安全・安心に配慮した対策】 

・利用者が自ら危険を避けられるよう、施設内の注意箇

所に安全標識や注意喚起を掲示する。 

・浴場などの濡れやすい場所など、事故が起きやすい箇

所に明確な安全標識を設置する。 

・利用者が操作ミスをしないように、トレーニング機器

には使用方法のガイドを掲示。 

・新規利用者に対して、施設の安全ガイドラインや利用

マニュアルを配布し、注意事項を説明する。 

・特に浴場及び健康増進室については、安全な利用方法

を事前に指導する。 

・トレーニング機器や階段の手すり、浴場床など、利用

者の安全に直接関わる設備を定期的に点検し、問題が

発生した場合には迅速に修理・交換する。 

 

評価と改善 ①セルフモニタリングでの評価 

 管理運営や利用状況、経費の推移などを確認するセ

ルフモニタリングを随時行う。 

②改善の方策 

事業の評価と改善を行うためには、継続的なフィードバ

ックを収集し、それに基づいて実施内容を見直してい

く。利用者数、リピート率、満足度調査などを指標とし、

数値で成果を可視化する。目標に達していない場合、そ
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 本社はセルフモニタリングにて課題が見つかった

場合は、速やかに改善措置を講じ問題解決に取り組

む。 

③総括 

 客観的に評価を行い、設置目的や計画通りに管理運

営できているか確認を行う。 

 

の原因を分析し、運営方法の見直しを行う。また、「ス

タッフの対応に満足していない」というフィードバック

が多い場合、スタッフ研修の強化を検討する。これらの

方策を通じて、事業の進捗状況をモニタリングし、必要

に応じて改善を行い、利用者満足度や業務品質の向上を

図る。 

 

基本事項 

基本方針 【設置目的の理解】 

長崎市健康づくりセンターは、市民の健康の増進を図

る目的で開館し、市民の福祉・保健・交流を図るため

に設置された施設であるという設置理念に基づき管

理運営に取り組む。 

センターでの活動が「健康で明るい生活」「心安らぐひ

と時を楽しんでいただく」ことに寄与すべく、設置目

的を深く理解し管理運営に取り組む。 

 

【安心・安全・快適】 

利用者には安全・安心・快適な環境を提供する。 

危険個所等は定期点検や毎日の目視点検で把握する。

開館中は巡回点検、閉館後は機械警備にて安心・安全

を確保する。 

 

当団体は、健康づくりセンターの設置目的である「市民

の健康の増進」を念頭に置き、これまでの実績と専門知

識をもとに、施設の適切かつ効果的な運営を行う。 

 

地域住民との施設利用による連携を活かし、住民一人一

人の健康ニーズに応じた柔軟なサービスを提供するこ

とに加え、効果的な運営体制と持続可能な運営モデルを

構築し、施設利用者に対して質の高いサービスを提供す

る。また、法令遵守と安全管理を徹底し、地域全体の健

康づくりに貢献でき、誰もが安心して利用できる健全な

運営を行うことを目指す。 
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【サービス向上】 

日常のコミュニケーションやアンケートでニーズを

把握し、通常の管理運営に反映させサービスの向上に

努める。 

 

【法令遵守】 

条例・条例施行規則及び各種関係法令を遵守する。 

 

【効率的な運営】 

サービス向上とコスト削減に取り組む。 

効率的な運営を行うために、各業務マニュアルを作成

する。 

「安全・安心・快適な環境を提供する」との信念のも

と、利用者に不利益をもたらすような無理な経費削減

は行わない。それ以外はコスト意識を持ち管理運営に

取り組む。 

 

平等利用の確保 様々な視点から平等・公平・公正な利用を確保する。 

 

①「利用者」視点からみた平等利用 

 平等・公平・公正な利用許可を実施する。分け隔て

ることない対応で不平等がないように配慮する。 

②「年齢」視点からみた平等利用 

安全管理の徹底に努め、利用者が安心して利用できる環

境を提供する。すべての利用者に平等な機会を提供し、

公平で透明性のある運営を目指す。利用者の年齢、性別、

身体的能力、社会的背景に関係なく、誰もが安心してサ

ービスを利用できる環境を整える。 
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 利用者は乳幼児から高齢者まで幅広い年齢層に及

ぶ。あらゆる世代の方々が安心して利用できる施設を

目指す。 

③「声の大きい人と声の小さい人」視点からみた平等

利用 

 施設内で声が大きい特定の人が占有するなど平等

性が損なわれることがないよう、日常の巡回などを行

う。 

 

【平等利用の確保】 

浴場・健康増進室（リラクゼーションカプセル）は開

館中随時受け付ける。 

 

【研修室等の受付】 

研修室・調理実習室・多目的室の受付は長崎市主催の

行事を除き、月の初日に翌月分の受付を開始する。優

先順位は先着順とする。 

 

①利用規定及びルールと運営の透明性 

 利用者に対して利用規定及びルールを周知する。同時

に、運営に関する情報を公開し、透明性を確保する。す

べての利用者が平等に利用できるよう、利用規定を設

け、ウェブサイトや掲示板を通じてそのルールを広く周

知する。また、施設運営に関する決定やサービスの提供

基準を明確にし、透明性を保つことで、公平な運営を実

現する。 

②職員教育とガイドラインの遵守 

 職員に対しては、定期的に公平性に関する研修を実施

し、利用者に対する差別や偏見のない対応を徹底する。

すべての職員が健康づくりセンターのガイドラインを

遵守し、公平な対応を心がける。 

③苦情対応とフィードバックの仕組み 

 利用者からの苦情やフィードバックに対して、適切か

つ迅速に対応する仕組みを整備する。苦情や意見を受け

付ける窓口を設置し、利用者の声を迅速に反映させる仕

組みを構築する。利用者から寄せられたフィードバック

は、運営改善のために積極的に活用し、常に公平なサー

ビスの提供に努める。 

④アクセスの公平性確保 

 身体的障害者や高齢者など、特別な配慮が必要な利用

者に対しても、平等に施設を利用できるようにするため
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の具体的な措置を記載する。バリアフリー構造部分を含

め、誰もが安心して施設を利用できる環境を維持管理し

提供する。また、特別な支援が必要な利用者には、個別

対応のサポートスタッフを配置することで、平等なアク

セスを確保する。 

⑤継続的な監視・改善 

 公平性を確保するため、定期的に運営状況を見直し、

外部からの監査や評価を受け入れることで、透明で公平

な運営を維持する。また、利用者の多様なニーズに対応

できるよう、サービス内容や対応方法の改善を継続的に

行う。 

 なお、当団体は先日、組織の品質マネジメントシステ

ムである ISO9001 の認証を得ており、これにより PDCA

サイクルを含めた品質サービスの継続的な監視・改善の

仕組みを運用及び維持する。 

 

個人情報の保護 【個人情報保護の基本方針】 

業務で発生した個人情報に関しては重要性を認識し、

個人情報の保護に関する法律その他の関係法令を遵

守する。個人情報を適正に取り扱うために、以下の方

針に基づき個人情報の保護に努める。 

個人情報保護のために「パソコンの暗証番号設定」「施

錠できる場所での保管」「個人情報の持ち出し禁止」

個人情報の取扱いに際しては、関連法令を遵守し、利用

者が安心して施設を利用できるよう努める。個人情報保

護法及び関連ガイドラインを厳格に遵守し、個人情報の

取扱いに関する内部方針を策定する。 

この方針は職員全員に徹底し、利用者の個人情報が適切

に管理されるように努める。利用者の個人情報を厳重に

管理するため、アクセス制限や暗号化、パスワード保護
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「目的が終了した個人情報の破棄」を徹底し、個人情

報を厳重に保護・管理する。 

 

【個人情報の取得】 

利用許可申請書などで取得する場合は緊急時の連絡

に使用するなど利用目的を明確にする。必要な最小限

の情報を本人から直接取得する。また、取得した個人

情報は、当該事業者のみの情報として取り扱う。 

 

【組織的安全管理措置】 

（組織体制） 

①代表取締役が指名する者を個人情報取扱担当者と

する。 

②担当者は、個人情報等の保護に十分な注意を払って

その業務を行うものとする。 

③担当者が変更することになる場合、代表取締役は新

たに担当となる者を指定するものとする。この場合、

確実に引継ぎを行わせるものとする。代表取締役は

かかる引継ぎが行われたか確認するものとする。 

 

【人的安全管理措置】 

（情報漏洩事案等への対応） 

 担当者は、個人情報等の漏洩、滅失又は毀損による

などの技術的なセキュリティ対策を実施する。並びに個

人情報へのアクセス権限を持つ職員は限定し、職員は定

期的に個人情報保護に関する教育を受ける。 

 

また、利用者の健康管理やサービス提供に必要な範囲で

のみ、個人情報を収集する。個人情報の利用目的は、利

用者に対して事前に明示し、同意を得たうえで取り扱

う。収集した情報は、利用目的以外に利用することはな

い。 

今後、利用者が自身の個人情報に関して開示、訂正、削

除を希望する場合も想定される。その際、長崎市とも協

議の上、正当な手続きに基づいて行うことで、利用者の

権利を保護する。 

 

以降、個人情報保護体制を定期的に見直して改善を行う

ことで、利用者の信頼を確保していく。 

 



- 21 - 

事故が発生したことを知った場合又はその可能性が

高いと判断した場合は、代表取締役に直ちに報告す

る。 

 

（取扱状況の確認） 

 代表取締役は、個人情報等の取扱状況について、「1

年に 1回以上の頻度」で確認を行うものとする。 

 

管理運営体制 

人員配置 【勤務体制】 

（職員配置人数） 

・センター長（1名）：管理運営の統括管理 

・主任（1名）：統括管理補助 

・主任補佐（1名）：統括管理補助、受付、清掃 

・パート（7名）：受付、清掃 

・本社（非常勤：1名）：総務、経理、出納業務等 

 計 11名でのローテーションを基本とする。 

 

【開館日】 

（水～月曜日） 

・開館日は常時 3 名（＋非常勤 1 名）とする。3 区分

ごと交代制のローテーション制。 

・A 8：30～13：00（3名） 

【勤務体制】 

（基本形） 

・正規職員 3名（センター長 1名、主任 2名） 

・パート職員 6名 

 

【週間の勤務計画】 

（水～月曜日） 

通常の管理運営 

・センター長 8：30～17：30 

・主任 1   13：00～22：00 

・主任 2   12：30～17：30 

・パート 1  8：30～13：00 

・パート 2  8：30～13：00 

・パート 3  13：00～17：30 
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・B 13：00～17：30（3～4名） 

・C 17：30～22：00（3名） 

 

【休館日】 

（火曜日） 

・休館日は 5名とする。出勤者はローテーション制。 

・D 8：30～17：00（5名） 

 

【職員の研修計画】 

・社会福祉協議会と合同で年 2 回消防訓練を実施す

る。訓練終了後に全職員を対象に各種研修を行う。

また、管理運営に必要な情報などは随時通知する。 

 

（予定及び実績） 

・マナー・接客：利用者、電話対応など 

・規則：設置目的、施設利用のルールなど 

・安全管理：危険個所の把握、対応策など 

・機器取扱：各種設備の操作方法、手順など 

 

・パート 4  17：30～22：00 

・パート 5  17：30～22：00 

 

（火曜日） 

清掃 

・センター長 8：30～17：30 

・主任 1or2  8：30～17：30 

・パート 1  8：30～17：30 

・パート 2  8：30～17：30 

・パート 3  8：30～17：30 

 

【職員の研修計画】 

・業務スキル研修 

基本的な業務知識、サービスマナー、安全管理 

・法令・規則研修 

法令遵守、規則・ポリシーの理解 

 

（年間計画） 

・随時計画：新入職員向け研修 

・定期開催：毎月 1回ペースで行い、継続的に職員のス

キル向上を図る 
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収支計画・施設管理 【収入について】 

・長崎市からの委託料及び利用料金収入、雑入（公衆

電話、自動販売機電気料）により管理運営を行う。 

 

【提案額を超えた金額について】 

・収支予算書に記載の利用料金収入額を超えた場合、

提案額の 10％を超えた部分の収入については、超え

た部分の 50％を長崎市等に納付する。 

 

【指定管理者業務の経理規定について】 

（適用範囲） 

・指定管理者業務におけるすべての経理処理について

適用するものとする。 

（独立会計） 

・独立の帳簿、通帳を設ける。 

（経費区分） 

・当社事業と指定管理者業務における経費は、明確に

区分して経理を行う。 

（会計年度） 

・会計年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日とす

る。 

（保存期間） 

・計算書類及び付属明細書 永久保存 

【施設管理業務の基準と取扱方針】 

施設の運営と維持を効率的に行うためのルールやプロ

セスを定める。 

・施設の開館時間、スタッフの勤務時間、シフト制度を

明確にする 

・施設の清掃・保守業務の手順を定め、施設内の安全対

策、緊急時対応手順、事故やトラブルの報告ルールを

定める。 

・設備や施設の定期的な点検・保守スケジュールを設定

し、故障や劣化を未然に防ぐ。 

・必要な修繕や改善作業の基準を設け、予算内で実施。 

・施設内の清掃頻度、使用する清掃剤の種類、清掃手順

を明確にし、清潔な環境を維持する。 

 

【提案額を超えた金額について】 

提案額の 10％を超えた部分の収入については、超えた

部分の 50％を長崎市へ納付する形をとる。 

 

【安全・安心面からの管理運営の具体策】 

利用者の安全を確保し、安心して施設を利用できる環境

を提供するため、次の取組みを重点的に行う。 

・安全標識 

 出入口、階段、滑りやすい場所などには明確な安全標
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・総勘定元帳、会計伝票 10年 

・その他の管理資料 5年 

（解釈の疑義） 

・この規定の解釈について、疑義を生じた場合は代表

取締役と協議のうえ決定する。 

 

【ケガや体調不良時の対応策】 

必要に応じ、以下の対応を想定する。 

・応急処置後、医師の診察が必要と思われるときは、

受診するよう呼びかける 

・報告書の作成、提出（本社・長崎市へ） 

・病院へ搬送する場合は、指定管理者が同行すること

も想定する 

 

【保険の付保】 

指定管理業務中に発生した事故で、第三者に損害を与

え、賠償を行う必要が発生した場合の補償について

は、以下の保険を付保する。 

（施設賠償責任保険 填保限度額） 

・身体賠償：1名につき 1億円 

1事故につき 10億円 

・財物賠償：1事故につき 2千万円 

 

識を掲示し、利用者に注意喚起を行う。 

・定期点検 

 電気設備、ガス設備、消火設備、エレベーターなどの

定期点検を実施し、故障や不具合がないか確認する。 

・緊急設備の整備 

 消火器や AEDの定期的な点検を行い、緊急時に迅速に

対応できるようにする。 

・応急処置トレーニング 

 スタッフに対して応急処置や救命処置の研修を実施

し、緊急時に適切な対応ができるようにする。 

・利用者への安全情報提供 

 施設利用時の安全ガイドラインやルールを、利用者に

事前に説明し、施設内での行動指針を周知する。 

・利用者行動のモニタリング 

 施設内での利用者の行動を適切にモニタリングし、危

険な行動や不適切な利用を未然に防ぐ。 

・緊急時対応マニュアル 

 火災、地震、怪我、暴力行為などの緊急事態に対する

対応マニュアルを作成し、スタッフに周知する。 

・苦情処理プロセス 

 利用者からの苦情やトラブルに対する処理プロセス

を定め、迅速かつ適切な対応を行う。 

・データ保護 
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【強み】 

（当社の主な業務内容） 

・ビル建物の環境衛生の総合管理業務 

 清掃、空気環境、貯水槽、消毒、ねずみ害虫駆除、

機械・電気等の施設管理、保安警備等 

・室内装飾及び整備 

 内装、修繕等 

・公衆浴場等の管理、運営 

 指定管理者 

 

昭和 37年の創業以来、環境衛生の発展に貢献。地元を

代表する企業や、官公庁からも数多くの管理業務を受

託してきた実績を有している。 

 

 利用者の個人情報を適切に保護し、第三者への漏洩を

防ぐための方針を策定する。 

 

【施設の保守点検等について】 

・保守点検：日常点検及び法令点検の実施 

※専門業者による点検も含む 

 

点検項目と記録管理として点検リストを作成し、点検結

果や対応状況を記録することにより、必要に応じて点検

履歴を確認できるようにすることで、問題の早期発見と

対応を行う。 

 

（清掃について） 

当該施設仕様書に沿った清掃スケジュールと業務内

容を策定し、実行する。 

清掃手順や使用する清掃用具・洗剤についてのマニュ

アルを作成し、清掃スタッフに対して定期的な研修を実

施し、効率的で効果的な清掃技術を習得させる。 

また、保守点検と清掃のスケジュールを極力統合し、

効率的に業務を進める。 

 

緊急時の対応 【防犯について】 

防犯対応マニュアルにより対策、対応に努める。 

【防犯、防災及び緊急時の対策】 

火災や地震などの自然災害や緊急事態に備え、利用者と
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・速やかに通報し、的確な状況の伝達を行う。 

・躊躇せずに AED の使用など対応ができるよう努め

る。 

 

【防災について】 

災害の発生及び拡大を防止するため、速やかな初動対

応が取れる体制の整備に努める。 

 

全てのマニュアルの共通事項として、指定管理者だけ

で対処できない事案が発生した際は、職員が長崎市役

所・警察・消防・代表取締役等に速やかに連絡し、長

崎市と協議の上、対応（対応策の検討）することとす

る。 

 

スタッフが迅速かつ適切に対応できる体制を整える。 

・避難訓練の実施（年に数回） 

・定期的な施設内の避難経路や非常口の確認 

・事故や急病に関する対応マニュアルの整備 

・緊急事態が発生した際の外部機関との連絡手段の整

備 

・施設内の各エリアに応急処置セットを設置 

 

提案金額 
304,460千円（100％） 300,000千円（98.53％） 

 






































